
様式第３号（第１０条関係） 

(表) 

 

水洗便所改造資金貸借契約書 

 

  

収 入

印 紙 

  

金額 

百 拾 万 千 百 拾 円 
  

              

  

 

期 間 

 

 

 

 自     年  月  日 

 至     年  月  日 

 

利  子 

償還方法 

   年  月  日より  月の   均等の方法によ

る月賦償還とする。 

 

条 件 

 

 裏面記載のとおりとする。 

 

  藤岡市水洗便所改造資金貸付条例及び藤岡市水洗便所改造資金貸付条

例施行規則の規定を了承の上、上記のとおり貸借契約をいたします。 

   年  月  日 

       貸 付 人  藤岡市長             印 

       借 受 人  住  所 

              氏  名             ㊞ 

       連帯保証人  住  所 

              氏  名             ㊞ 

 



(裏) 

  （条件） 

 １ 貸付金は、貸付対象工事以外に転用しないこと。 

 ２ 貸付金は、表記の償還方法により期限内に必ず償還すること。 

 ３ 償還期限までに償還しなかったときは、延滞金額につき、年１０パーセ

ントの割合をもって償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じて計算

した金額の延滞金を元金とともに納入すること。 

 ４ 借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに市

長に届け出ること。 

  (1) 借受人又は連帯保証人が住所を変更したとき。 

  (2) 連帯保証人の変更をするとき。 

  (3) 前各号に掲げるもののほか、借受人又は連帯保証人の身分又は財産上

に重要な変更が生じたとき。 

 ５ 資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなっ

たときは、貸付けの繰上げ償還を命じられても異議なく直ちに償還するこ

と。 

  (1) 藤岡市水洗便所改造資金貸付条例及び藤岡市水洗便所改造資金貸付条

例施行規則の規定に違反したとき。 

  (2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。 

  (3) 偽りの申請又は不正の手段によって貸付けを受けたとき。 

  (4) 借受人が後見開始の審判若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受

けるに至ったとき。 

  (5) 改造工事等をした家屋を他人に譲渡し、転貸し、又は取り壊したとき。 

 ６ 借受人が償還できない場合は、連帯保証人が相違なく償還すること。 


